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宇個審答申第１８号 
平成２６年１月１０日 

 
宇治市長 山本 正 様 
 

宇治市個人情報保護審議会 
会長職務代理者 松岡 久和 

 
 

実施機関における個人情報の取扱い（本人以外からの個人情報の収集） 
について（答申） 

 
 
 平成２５年１１月２５日付け、２５宇市広第５８９号により諮問のありました、「実施機

関における個人情報の取扱い（（本人以外からの個人情報の収集）について」について、下

記のとおり答申します。 
 
 

記 
 
 諮問のあった本人以外からの個人情報の収集（防犯カメラでの撮影による個人情報

の収集）については、当該事業の実施にあたり、本人以外のものから収集することに

ついて相当の理由があると認められるため、別表を本人以外からの収集禁止の例外類

型事項１８として追加することは妥当であると認められる。 
ただし、防犯カメラでの撮影は、犯罪とは関係のない不特定多数の通行人等の個人

情報を収集することになるため、収集した情報の管理運営の在り方によっては、個人

の権利利益を不当に侵害するおそれがある。そこで、個人情報保護審議会（以下「審

議会」という。）としては、答申にあたり、実施機関に対して、意見として以下の事

項を申し述べる。 
⑴ 実施機関は、管理責任者、画像の保管期間等の管理運営方法を定めた要綱等を作

成すること。 
⑵ 実施機関は、要綱等を作成し、及び修正したときは、審議会に報告すること。ま

た、防犯カメラの設置状況及び個人情報の収集、利用、提供等の管理運営の状況を

取りまとめて、毎年審議会に報告すること。 
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別表 
 
整理

番号 
事務の類型 

本人以外からの収集が適当であると認める理

由 
１８ 防犯カメラを設置するにあ

たって、防犯カメラで撮影さ

れた画像に含まれる個人の映

像等に係る個人情報を収集す

ること。 

防犯カメラによる撮影の性質上、被撮影者か

ら個別の同意を得ることは困難であるが、街頭

等における犯罪の防止のため、防犯カメラを設

置・撮影し、一時的に保存する必要がある。 
ただし、次のすべての事項を満たす場合に限

る。 
（１） 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲につ

いては、犯罪発生の蓋然性を考慮し、目的

の達成のため必要最小限とすること。 
（２） 防犯カメラの画像表示装置又は記録装置

の操作を行う者を必要最小限の者とする

こと。 
（３） 街頭に防犯カメラを設置するに当たって

は、見やすい場所に設置者及び防犯カメラ

を設置している旨を表示すること。 
（４） 画像の漏えい、滅失及びき損の防止その

他の個人情報の適切な管理に必要な措置

を講じること。 
（５） 画像の保存期間は、設置目的を達成する

ために必要最小限とし、保存期間を経過し

た画像記録は確実に消去するか又は廃棄

すること。 
 
 
 


